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　　健康保険法等の改正

高齢者の自己負担額がかわります
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[質問]:今回の改正はどこが変わったのですか？

[答え]:高齢者の自己負担額が定額から定率（医

療費の1 割）になりました。その背景には、介護

保険も始まり、国の総医療費が増加してきたこと

があげられています。以前は国が全額補助（老人

は無料）していましたが、昨年は定額負担、今年

は定率負担になりました。平成13 年 1 月からは

健康保健の基金からは9 割、患者さんは1 割負担

です。経過措置として上限額がもうけられていま

す。また病院では定率のみですが、診療所では定

額のところもあります。

[質問]:治療内容やお薬が似ているのに、か

かる病院や医院によって負担額がちがうよう

ですが？

[答え]:厚生労働省は全国を定率にしたいの

ですが、過度的な措置として、診療所では定

額の制度も選択できるようになっています。

　病院では定率（1 割）ですが、病院の規模

が大きい（200 床以上）ところでは、自己負

担の上限額が5000 円と高くなっています。

それ以外の病院（成尾整形外科病院も含まれ

ます）での自己負担の上限額は3000 円です。

　

[質問]:院外処方せんをだしてもらう時は、自己

負担の上限額が半分になるのですか

[答え]:そうです。そのかわり、その差額分を調

剤薬局に支払うことになります。

[質問]:全員1 割負担だと、金額が高くなりませ

んか？

[答え]:自己負担金額が、高くなりすぎないよう

に、上限額が設定されています。成尾整形外科病

院の場合、１ケ月間の自己負担金額は外来で

3000 円までです（入院ベッド数が200 床以上の大

病院では上限額は5000 円になります）。

(1)　負担能力に応じた自己負担限度額とす

るため、上位所得者の区分を新設。 なお、１

年間に４回以上対象となる場合(多数該当)に

は、４回目から低額(70,800 円)に設定。 (2)

　医療を受ける人と受けない人の負担の公平

等のため、医療費に応じた自己負担額を設

定。ただし、低所得者や多数該当の場合に

は、この負担は求めず。 となっています。

[質問]:高額療養費に係る自己負担限度額の

見直しがあったそうですが？

[答え]:はい。下の図を参考にしてください。

　（改正前）　　　　高額療養費の自己負担限度額の見直し　　（改正後）

 低所得者　　35,400 円　　　　　　　低所得者　現行どおり　35,400 円

（市町村民税非課税世帯）　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　一般　63,600 円＋（医療費－318,000 円）×1%

一般　　　　63,600 円　

　　　　　　　　　　　　　　　  上位所得者（月収56 万円以上、年収約900 万円以上）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,800 円＋（医療費－609,000 円）×1%


